
献血者健康被害救済制度において準拠する医薬品副作用被害救済制度との比較 

 

献血者健康被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度 

医療費 

医療保険の自己負担分 

医療費 

医療保険の自己負担分 

医療手当 

日額 4,550 円 

月額上限 36,400 円 

（入通院１日目から給付） 

医療手当 

通院：３日以上月額 36,400 円 

３日未満月額 34,400 円 

入院：８日以上月額 36,400 円 

８日未満月額 34,400 円 

障害給付 

44 万円～1,179 万 2,000 円 

（給付基礎額 8,800 円×障害等級倍数（１～14級）） 

 

障害年金 

１級 276 万 7,200 円／年 

２級 221 万 4,000 円／年 

障害児養育年金 

１級 86 万 5,200 円／年 

２級 69 万 2,400 円／年 

死亡給付 

880 万円（給付基礎額 8,800 円×1,000 倍） 

遺族年金（生計維持者） 

242 万 400 円／年 

遺族一時金（生計維持者以外） 

726 万 1,200 円 

葬祭料 

206,000 円 

葬祭料 

206,000 円 
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